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（主旨） 

    この基準は、建築基準法（昭和 25 年５月２４日法律第 201 号。以下「法」という。）

第 43 条第 2 項第 2 号の規定に基づき特定行政庁（豊島区長）が許可する際の最低条

件を定めたものである。本基準に適合し、かつ、区長が交通上、安全上、防火上及

び衛生上支障がないと認めた場合に限り、許可の前提である区建築審査会に同意を

求めるものとする。なお、基準中の「道」等に関しては、別記「道の取扱い」によ

るものとする。 

（基準） 

基準１ 敷地と道路との間に、次の各号の一に該当する公共的用地が存在する場合で、

道路に有効に接続する、幅員２メートル以上の避難及び通行上支障がない通路が

確保されている敷地に建築する場合は、建築物の外壁面と隣地境界線との距離を

５０センチメートル以上とすること。 

    一 管理者の占用許可、承認又は同意が得られた通路及び水路等。 

    二 地方公共団体が管理する通路及び認定外道路等。 

    三 都市計画事業等により、道路に供するため事業者が取得した土地 

 

  基準２ 道路に有効に接続する、地方公共団体から管理証明が得られた幅員４メート

ル以上の道に、２メートル以上接する敷地に建築する場合は、次の各号による。 

一 当該敷地は、現に存するものであること。 

    二 建築物は、一戸建ての住宅又は二戸長屋とすること。 

    三 建築物の階数は、３以下とし、地階を設けないこと。 

    四 建築物の高さは、９．８メートル以下とすること。 

五 建築物の外壁面と隣地境界線との距離を５０センチメートル以上とすること。 

    六 第一号から前号までの他に、道については、「道の取扱い」による。 



  基準３ 道路に有効に接続する幅員２．７メートル以上の道が確保され、その道に 

２メートル以上接する敷地に建築する場合は、次の各号による。 

    一 当該敷地は、現に存するものであること。 

    二 道の中心から、水平距離２メートルの線（現況幅員が４メートル以上の道に

あっては、現況幅員。）を道の境界線とし、当該道を法第４２条第１項第５号の

規定による道路とすることについて、道路までの当該道の部分に関して所有権、

地上権又は借地権を有する者全員の承諾が得られたもの。 

    三 前号についての協定書を作成すること。 

四 申請する敷地の道となる部分については、道路状に整備するとともに、門又

は塀等を築造しないこと。 

    五 現況の道の部分及び申請する敷地の道となる部分について、不動産登記簿上分

筆し、地目を公衆用道路として登記されたものであること。 

    六 建築物は、一戸建ての住宅又は二戸長屋とすること。 

    七 建築物の階数は、３以下とし、地階を設けないこと。 

八 建築物の高さは、９．８メートル以下とすること。 

    九 建築物の外壁面と隣地境界線との距離を５０センチメートル以上とすること。 

    十 第一号から前号までの他に、道については、「道の取扱い」による。 

 

   基準４ 建築物の敷地が、路地状のみで道路に接する場合は、次の各号による。 

    一 当該敷地は、現に存するものであること。 

    二 路地状部分の幅員は、１．８メートル以上であること。 

    三 路地状部分の長さは、２０メートル以下であること。 

    四 路地状部分には、建築又は築造しないこと。 

    五 建築物は、延べ面積２００平方メートル以下の一戸建ての住宅とすること。 

    六 建築物の外壁の周囲には、有効７５センチメートル以上の避難用通路を確保 

すること。 

    七 建ぺい率の限度は、路地状部分を除いた敷地面積に対して、法第５３条第１ 

項各号の数値から、それぞれ１０分の１を減じたものとすること。 

    八 建築物の階数は、３以下とし、地階を設けないこと。 

    九 建築物の階数を３とする場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。

なお、法第 2 条第 1 項第 9 号の３イに規定する準耐火建築物とする場合は、

主要構造部の耐火性能が建築基準法施行令（昭和２５年１１月１６日政令第３

３８号。以下「令」という。）第１１２条第２項に定める一時間準耐火基準に

適合するものに限る。 

    十 耐火建築物以外とする場合は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを令 

第１２８条の５第１項第２号に規定するものとすること。 

 

   基準５-１ 谷端川沿いのみに接する敷地に一戸建ての住宅又は長屋を建築する場合

は、次の各号による。 



    一 当該敷地は、現に存するものであること。 

二 谷端川沿いに２メートル以上接する敷地であること。 

三 建築物(門、塀は除く)は、暗渠コンクリート蓋から４メートル以上の距離をと 

ること。ただし、法第６条第１項第４号の建築物の場合は、２メートル以上（路 

地状の場合は、４メートル以上。）とすること。 

    四 谷端川沿いに門又は塀を設ける場合は、暗渠コンクリート蓋から２メートル 

以上で官民境界から突出しない位置とし、令第１３０条の１２第１項第３号に 

規定するものとすること。また、暗渠コンクリート蓋から２メートル（路地状

の場合は、４メートル以上。）の範囲を道路状に整備すること。 

    五 建築物の容積率は、１６０パーセント以下とすること。 

六 建築物の建ぺい率は、６０パーセント以下とすること。 

七 容積率及び建ぺい率の算定にあたっては、第四号により門又は塀を設けられ

ない部分については、敷地面積に算入しないこと。なお、路地状敷地について

は、暗渠コンクリート蓋の線から４メートル以内の部分については、敷地面積

に算入しないこと。 

八 建築物の階数は、３以下とし、地階を設けないこと。 

九 建築物の各部分の高さは、当該部分から当該敷地の反対側の暗渠コンクリー

ト蓋までの距離の１．２５倍以下かつ９．８メートル以下とすること。 

十 建築物の外壁面と隣地境界線との距離を５０センチメートル以上とすること。  

十一 長屋は二戸までとすること。 

 

基準５-２ 谷端川沿いのみに接する敷地に共同住宅を建築する場合は、次の各号に

よる。 

    一 当該敷地は、現に存するものであること。 

二 谷端川沿いに５メートル以上接する敷地であること。 

三 建築物は、暗渠コンクリート蓋から４メートル以上の距離をとること。 

四 谷端川沿いに門又は塀を設ける場合は、暗渠コンクリート蓋から４メートル 

以上で官民境界から突出しない位置とし令第１３０条の１２第１項第３号に規 

定するものとすること。また、暗渠コンクリート蓋から４メートルの範囲を道

路状に整備すること。 

    五 建築物の容積率は、１６０パーセント以下とすること。 

六 建築物の建ぺい率は、６０パーセント以下とすること。 

七 容積率及び建ぺい率の算定にあたっては、暗渠コンクリート蓋の線から４メ

ートル以内の部分については、敷地面積に算入しないこと。 

八 建築物の階数は、３以下とし、地階を設けないこと。 

九 建築物の各部分の高さは、当該部分から当該敷地の反対側の暗渠コンクリー

ト蓋までの距離の１．２５倍以下かつ９．８メートル以下とすること。 

十 建築物の外壁面と隣地境界線との距離を７５センチメートル以上とすること。 

十一 床面積の合計は３００平方メートル以下とすること。 



十二 建築物は、耐火建築物又準耐火建築物とすること。ただし、建築物の階数

を３とする場合は耐火建築物とすること。 

十三 東京都建築安全条例第１７条第１号及び第２号の規定による通路等及び同

条例第１９条第 1 項第 2 号ロに定める窓先空地及び第２項の規定による通路と

同等の谷端川に通ずる経路を設けこれらを重複させないこと。 

   

 基準６ 道路に有効に接続する幅員１．８メートル以上の都電荒川線沿いの道に２ 

メートル以上接する敷地に建築する場合は、次の各号による。 

    一 当該敷地は、現に存するものであること。 

    二 線路敷沿いのフェンス等から、水平距離４メートル（現況で４メートル以上 

の場合は、その部分。）の線を道の境界線とし、当該道を法第４２条第１項第５ 

号の規定による道路とすることについて、道路まで当該道の部分に関して所有 

権、地上権又は借地権を有する者全員の承諾が得られたもの。 

    三 前号についての協定書を作成すること。 

    四 申請する敷地の道となる部分については、道路状に整備するとともに、門又 

は塀等を築造しないこと。 

    五 現況の道の部分及び申請する敷地の道となる部分について、不動産登記簿上 

分筆し、地目を公衆用道路として登記されてものであること。 

    六 建築物は、一戸建ての住宅とすること。 

    七 建築物の階数は、３以下とし、地階を設けないこと。 

    八 建築物の外壁面と隣地境界線との距離を５０センチメートル以上とすること。 

    九 建築物の高さは、９．８メートル以下とすること。 

    十 第一号から前号までの他に、道については、「道の取扱い」による。 

 

   基準 7-1 道路への接道長さが 1.8ｍ以上 2.0ｍ未満の敷地（路地状部分によっての

み接道する場合は基準 4 による。）の場合は次の各号による。 

一 当該敷地は、現に存するものであること。 

    二 建築物は、延べ面積２００平方メートル以下の一戸建ての住宅とすること。 

    三 建築物の外壁の周囲には、有効７５センチメートル以上の避難用通路を確保 

すること。 

    四 建ぺい率の限度は、法第５３条第１項各号の数値から、それぞれ１０分の１

を減じたものとすること。 

    五 建築物の階数は、３以下とし、地階を設けないこと。 

    六 建築物の階数を３とする場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。

なお、法第 2 条第 1 項第 9 号の３イに規定する準耐火建築物とする場合は、

主要構造部の耐火性能が令第１１２条第２項に定める一時間準耐火基準に適

合するものに限る。 

    七 耐火建築物以外とする場合は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを令

第１２８条の５第１項第２号に規定するものとすること。 



基準 7-2 道路への接道長さが 1.5ｍ以上 1.8ｍ未満の敷地（路地状部分によっての 

み接道する場合は除く。）の場合は次の各号による。 

一 当該敷地は、現に存するものであること。 

    二 建築物は、延べ面積２００平方メートル以下の一戸建ての住宅とすること。 

    三 建築物の外壁の周囲には、有効７５センチメートル以上の避難用通路を確保 

すること。 

    四 建ぺい率の限度は、法第５３条第１項各号の数値から、それぞれ１０分の１ 

を減じたものとすること。 

    五 建築物の階数は、２以下とし、地階を設けないこと。 

    六  建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。なお、法第 2 条第１

項第９号の３イに規定する準耐火建築物とする場合は、主要構造部の耐火性

能が令第１１２条第２項に定める一時間準耐火基準に適合するものに限る。 

七 耐火建築物以外とする場合は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを令 

第１２８条の５第１項第２号に規定するものとすること。 

    八 道路以外への避難（2方向避難）が確保(隣地の承諾、塀の開口等)されている

こと。 

 

「道の取扱い」 

基準２、３、及び６の道については、次の各号による。 

     一 平成１１年５月１日に存在する道で、相当の期間建築物が立ち並び、一般

の交通の用に供されているものであること。 

     二 法第２８条の規定は、道を令第２０条による水面とみなしてよいものとす

る。 

     三 法第５２条第１項及び第２項の規定の適用においては、道の幅員（４メー

トル。）を道路の幅員とみなしてよいものとする。 

     四 道となる部分については、敷地面積に算入しないこと。 

     五 法第５６条第１項第１号の規定は、道を前面道路とみなしてよいが、同条

第２項から第４項まで及び第７項第１号の規定は準用できない。 

     六 法第５６条の２及び第５８条の規定は、道を水面としてみなしてよいもの

とする。 

 

※ １．建築審査会の同意を得て許可するため、現地の状況、建築計画により、条

件を附加する場合があります。   

※ ２．建築計画によっては、東京都建築安全条例上の認定が別途必要となる場合

がありますので、意匠審査グループ（豊島区長）へ早めにご相談ください。 

※ ３．基準１、２、３、及び５－１に基づき許可した場合は、東京都建築安全条

例第 5 条の規定に関しては公共的用地(谷端川を含む)又は道を道路とみなして

適用する。 

 



附則 この基準は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。 

附則 この基準は、平成 29 年 3 月 1 日から施行する。 

この基準の施行前になされた許可は、この基準により許可がなされたものとみなす。 

附則 この基準は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

この基準の施行前になされた許可は、この基準により許可がなされたものとみなす。 

附則 この基準は、決定の日から施行する。 

この基準の施行前になされた許可は、この基準により許可がなされたものとみなす。 

附則 この基準は、決定の日から施行する。 

この基準の施行前になされた許可は、この基準により許可がなされたものとみなす。 

附則 この基準は、決定の日から施行する。 

この基準の施行前になされた許可は、この基準により許可がなされたものとみなす。 

 



 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

道路の間に公共的用地が存在する敷地 
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 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

管理証明が得られた道に接する敷地（敷地は現に存するもの） 

基準２ 
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用途 

・一戸建ての住宅 
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規模 

・階数 3 以下 
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2m 以上 

計画敷地 



 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

将来位置指定道路となる協定がある通路に接する敷地（敷地は現に存するもの） 

基準３ 
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道の中心線 

2m
 

2m 2m 以上接している 

隅切り 

公衆用道路として 

分筆登記されている 

規模 

・階数 3 以下(地階を設けない) 

・高さ 9.8m 以下 

 

用途 

・一戸建ての住宅又は二戸長屋 

・道の中心から、水平距離２m の線（現況幅員が４m 以上の道にあっては、 

現況幅員。）を道の境界線とし、当該道を法第４２条第１項第５号の規定による道路とす 

ることについて、道路までの当該道の部分に関して所有権、地上権又は借地権を有する 

者全員の承諾が得られたもの。 

・協定書を作成すること。 

 

計画敷地 



 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

路地状部分のみで道路に接する敷地（敷地は現に存するもの） 

基準４ 
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20ｍ以下 

 

軒先から 

避難用通路を 

75 ㎝以上確保 

規模 

・200 ㎡以下 

・階数 3 以下(地階は設けない) 

・建ぺい率 1/10 減 

（敷地面積から路地状部分の面

積を除いて算定） 

用途 

・一戸建ての住宅 

耐火・準耐火 

・建築物の階数を３とする場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。なお、法 

第 2 条第 1 項第 9 号の３イに規定する準耐火建築物とする場合は、主要構造部の耐火性 

能が建築基準法施行令（昭和２５年１１月１６日政令第３３８号。以下「令」という。） 

第１１２条第２項に定める一時間準耐火基準に適合するものに限る。 

・耐火建築物以外とする場合は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを令第１２８

条の５第１項第２号に規定するものとすること。 

 

1.8ｍ以上 

2ｍ未満 

路地状部分 

建築又は築造しない 

計画敷地 



 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

谷端川沿いのみに接する敷地（一戸建ての住宅又は長屋を建築する場合） 

基準５１ 

（敷地は現に存するもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外壁面と隣地境界線との距離 

50 ㎝以上 

外壁面と隣地境界線との距離 

50 ㎝以上 

2ｍ以上 

2 ｍ
以
上

か
つ
官
民
境
界
線

 2
ｍ

以
上

か
つ

官
民

境
界

線

か
ら
突
出
し
な

い
 

4 ｍ
以
上

 

谷端川緑道（暗渠） 

規模 

・容積率 160%以下(路地状敷地は、コ

ンクリート蓋から 4m の範囲を敷地面

積に算入しない) 

・建ぺい率 60%以下 

・階数 3 以下(地階を設けない) 

・敷地の反対側コンクリート蓋から

1.25 倍の斜線内かつ 9.8m 以下 

官民境界線 

2ｍ以上 
容積率、建ぺい率算定時 

敷地面積に不算入 

計画建築物 

 

計画建築物 

計画敷地 

4ｍ
以
上
（

6-
1-

4
建
築
物
は

2ｍ
）

 

       

計画敷地 

1 

1.
25

 

9.
8 ｍ

以
下

 

計画敷地 谷端川緑道 



 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

谷端川沿いのみに接する敷地（共同住宅を建築する場合） 

基準５２ 

（敷地は現に存するもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ｍ以上 

外壁面と隣地境界線との距離 

75 ㎝以上 

谷端川緑道（暗渠） 

4ｍ以上かつ官民境界線 

計画敷地 

計画建築物 

 東京都建築安全条例第１７条

第１号及び第２号の規定による

通路等及び同条例第１９条第 1

項第 2 号ロに定める窓先空地及

び第２項の規定による通路と同

等の谷端川に通ずる経路を設け

これらを重複させないこと。 

 

・床面積の合計は３０

０㎡以下とすること。 

・建築物は、耐火建築物

又準耐火建築物とする

こと。ただし、建築物の

階数を３とする場合は

耐火建築物とすること。 

 

・建築物の容積率は、１６０％以下とすること。 

・建築物の建ぺい率は、６０％以下とすること。 

・容積率及び建ぺい率の算定にあたっては、暗渠コンクリート

蓋の線から４ｍ以内の部分については、敷地面積に算入しない

こと。 

・建築物の階数は、３以下とし、地階を設け

ないこと。 

・建築物の各部分の高さは、当該部分から当

該敷地の反対側の暗渠コンクリート蓋まで

の距離の１．２５倍以下かつ９．８ｍ以下と

すること。 

 



 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

幅１．８ｍ以上の都電荒川線沿いの道に接する敷地（敷地は現に存するもの） 

基準６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

都電荒川線 

建
築
基
準
法
上
の
道
路 

道 

 

外壁面と隣地境界線との距離 

50 ㎝以上 

4 ｍ
以
上

 

1.
8ｍ

以
上

 

計画建築物 

 

計画敷地 

 

・当該敷地は、現に存するものであること。線路敷沿いのフェンス等から、水平距離

４ｍ（現況で４ｍ以上の場合は、その部分。）の線を道の境界線とし、当該道を法第４

２条第１項第５号の規定による道路とすることについて、道路まで当該道の部分に関

して所有権、地上権又は借地権を有する者全員の承諾が得られ、これらについて協定

書を作成すること。 

 

2ｍ以上 

 



 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

道路に１．８ｍ以上２．０ｍ未満で接する敷地（敷地は現に存するもの） 

基準７-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画敷地 

建

築

基

準

法

上

の

道

路 

 

    計画建築物 

規模 

・200 ㎡以下 

・建ぺい率 1/10 減 

・地下無し・3 階以下 

 

用途 

・一戸建ての住宅 

 

耐火・準耐火 

・建築物の階数を３とする場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とするこ 

と。なお、法第 2条第１項第９号の３イに規定する準耐火建築物とする場 

合は、主要構造部の耐火性能が令第１１２条第２項に定める 

一時間準耐火基準に適合するものに限る。 

・耐火建築物以外とする場合は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ 

を令第１２８条の５第１項第２号に規定するものとすること。 

1.8m 以上~2m 未満 

周囲有効 

75 ㎝以上 

 



 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号に関する豊島区許可基準 概念図  令和元年 11 月 

道路に１．５ｍ以上１．８ｍ未満で接する敷地（敷地は現に存するもの） 

基準７-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 

築 

基 

準 

法 

上 

の 

道 

路 
 

 

 

 

 

 

1.5m 以上 1.8m 未満 

避難可能 

 

 

     計画建築物 

隣地の承諾書 

塀の開口 

隣地 

計画敷地 

規模 

・200 ㎡以下 

・建ぺい率 1/10 減 

・地下無し・2 階以下 

 

用途 

・一戸建ての住宅 

耐火・準耐火 

・建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。なお、法第 2条 

第１項第９号の３イに規定する準耐火建築物とする場合は、主要構造部の 

耐火性能が令第１１２条第２項に定める一時間準耐火基準に 

適合するものに限る。 

・耐火建築物以外とする場合は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ 

を令第１２８条の５第１項第２号に規定するものとすること。 

 

周囲有効 

75 ㎝以上 

 


